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「事業系ごみ」とは？                            

 

「事業系ごみ」とは、家庭生活から出るごみ以外のごみを指します。 

 例）事務所、店舗、工場、病院、学校、福祉施設、保育園、官公庁、各種団体、農業に伴うごみ、保養所、 

自治会活動から出るごみ、マンションの管理行為によって出るごみなど 

 

排出事業者には、以下の３つの責任があります。 

自らの責任において適正に処理しなければなりません。 

再生利用等を積極的に行うことにより、減量に努めなければなりません。 

国や県及び市の施策に協力しなければなりません。 

 

 

このガイドブックは、この３つの責任に沿って、事業系ごみの分別と一般廃棄物の処理について解説しています。 

ごみの適正処理、減量、リサイクルへのご協力をお願いします。 

 

 

事業系ごみの基本的なルール 

 

①分別してください  Ｐ２～Ｐ４をご覧ください 

  事業系ごみは、産業廃棄物と一般廃棄物に分かれますので 

  種類ごとに分別してください。 

 

 

 

②分別したごみは、「自己処理」してください  Ｐ５をご覧ください 

  

 「自己処理」の方法 

  排出事業者が、収集運搬業許可業者に収集業務を委託 

  ※ただし、一般廃棄物は市の処理施設へ直接持ち込むこともできます。 

  ※なお、業務の遂行に必要な費用を排出事業者は負担しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

                         ※少量であっても家庭ごみ集積所に排出することは 

                       できません。 

                      ※店舗と住居が同じ建物の場合は、事業系ごみと 

                       家庭ごみを区別してください。 

家庭ごみの分別とは 

違います！ 

事業系ごみ  

事業系ごみは、 

家庭ごみの集積所へ排出

することはできません。 
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事業系ごみの分け方                             

事業系ごみは、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類されます。 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、「産業廃棄物（20 品目）」を規定し、それ以外を「一般廃棄物」と 

定めています。 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の種類 

 種類 具体例 

あ 

ら 

ゆ 

る 

事 

業 

活 

動 

に 

伴 

う 

も 

の 

① 燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰等 

② 汚泥 下水汚泥、不良セメント、建設汚泥等 

③ 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、溶剤、ワックス等 

④ 廃酸 硫酸、塩酸などの酸性廃液 

⑤ 廃アルカリ 廃ソーダ液などのアルカリ性廃液 

⑥ 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等 

⑦ ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず 

⑧ 金属くず 古鉄、スクラップ、くず鉄等 

⑨ 

ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸ

ﾘｰﾄくず及び

陶磁器くず 

ガラス類（板ガラス等）、製造過程等で生じるコンクリートくず、廃石膏ボード、陶磁

器くず等 

⑩ 鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 

⑪ がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他 

⑫ ばいじん ダスト類、粉じん 

特

定

の

事

業

活

動

に

伴

う

も

の 

⑬ 紙くず 
建設業に係るもの（工作物の新築、改築または除去により生じたもの）、パルプ製造業、

製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず 

⑭ 木くず 

建設業に係るもの（範囲は紙くずと同じ）、木材・木製品製造業（家具の製造業を含

む）、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがく

ず、バーク類等、貨物の流通のために使用したパレット等 

※パレットは業種に関係なく全て産業廃棄物です。 

⑮ 繊維くず 
建設業に係るもの（範囲は紙くずと同じ）、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業

から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず 

⑯ 

 
動植物性残さ 

食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚

および獣のあら等の固形状の不要物 

⑰ 動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 

⑱ 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 

⑲ 動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 

⑳ 
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの（例えばコンク

リート固型化物） 

事業系ごみ 産業廃棄物 

産業廃棄物に該当しないごみ 

事業系一般廃棄物 

このページ～Ｐ３をご覧ください 

Ｐ４をご覧ください 
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主な産業廃棄物 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物として 

許可を受けた産業廃棄物処理業者に 

委託してください。 

 

 

 

        

 

 

 

産業廃棄物の処理については、 

一般社団法人滋賀県産業資源循環協会にお問い合わせください。 

 

 

・食品トレイ 

・お菓子やパンの袋 

・パック、カップ類 

・発砲スチロール 

・ＰＰバンド 

・ペットボトル 

・クリアファイル 

・廃タイヤ 

・農業用ビニール 等 

 

・缶 

・一斗缶、ドラム缶 

・事務机（金属製） 

・スチールロッカー 

・フライパン、鍋 等 

 

 

・びん 

・ガラス製、陶器製食器 

・鏡 

・瓦 等 

 

 

缶 

一斗缶 針金 

スチールロッカー 

ペットボトル 

ガラス製・ 

陶器製食器 

ガラス 

びん ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 

廃プラスチック類 

金属くず 

ガラスくず、コンクリートくず

及び陶磁器くず 

・産業廃棄物処理業者と書面契約しなければなりません。 

・産業廃棄物の引渡しの際には、マニフェスト（産業廃 

棄物管理票）を交付し、管理する必要があります。 

 

・コピー機、ＦＡＸ機 

・蛍光灯 

・乾電池 

・自転車 

・小型家電製品 等 

 

複数の素材でできたもの 

コピー機 

乾電池 

小型家電製品 

自転車 蛍光灯 
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主な事業系一般廃棄物 （産業廃棄物に該当しないごみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・食品の食べ残し 

・売れ残り 

・調理くず 等 

 

・ティッシュペーパー 

・新聞、雑紙、ダンボール 

・ＯＡ用紙、シュレッダー 

・紙おむつ 等 

 

・ウエス 

・作業着（合成繊維除く） 

・布団（合成繊維除く） 等 

 

・割り箸 

・木製家具 

・刈り草、剪定枝 等 

生ごみ 紙くず 

包装紙 
紙おむつ 

新聞紙、チラシ 

木くず 

剪定枝 

割り箸 

繊維くず 

布団 

作業着など 

木製家具 

特定の事業活動に伴うごみではありませんか？ 

上記に該当するごみでも、排出状況によって「産業廃棄物」となる場合があります。 

（詳しくは、Ｐ２の表⑬～⑲をご確認ください。） 

 

１）事業系一般廃棄物を大きく３種類に分ける。 

  ◇ 可燃ごみ 長さ 40 ㎝未満で、透明袋に入るごみ 

 ◇ 大型ごみ 長さ 40 ㎝以上で、透明袋に入らないごみ 

 ◇ 刈り草・剪定枝 

 

２）市の処理施設に持ち込む。 

  □ 大津市一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託する。 

  □ 排出事業者が直接持ち込む。 



- 5 - 
 

事業系ごみ処理の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 系 ご み 

産業廃棄物 事業系一般廃棄物 

許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託 

 

お問合せ先 

一般社団法人滋賀県産業資源循環協会 

大津市梅林一丁目 3 番 30 号 こうぜんビル 2 階 

可燃ごみ 大型ごみ 刈り草・剪定枝 

・事前手続き不要（申出書不要） 

・ごみは、長さ 40 ㎝未満に 

・透明袋使用 

委託 自己搬入 

総重量８ｔ未満の車両を使用 

・搬入前日までに申出書提出 

・１日１回５点まで 

 

自己搬入 委託 

・搬入１週間前までに事前相談 

の上、申出書提出 

※申請内容によっては、事前

手続き不要（申出書不要） 

・搬入施設や受入量に制限あり 

自己搬入 委託 

申出書提出先  大津市環境部廃棄物減量推進課 

大津市御陵町３番１号（新館３階） 

電話 ０７７－５２８－２８０２ 

申出書（用紙）は、 

大津市廃棄物減量推進課窓口にあります 
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可燃ごみ 

◇ごみは、袋に入るサイズ（長さ 40 ㎝未満） 

にして透明袋に入れてください。 

◇重量制限なし 

◇総重量８ｔ未満の車両を使用してください。 

 

搬入方法 

１）自己搬入 

 ・事前の手続きは不要です。（搬入時に施設で事業系ごみであることを伝え、手続きしてください。）  

   

 

 

 

 

 

 

 

２）許可を受けた大津市一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託 

 ・事前の手続きは不要です。 

   

 

事業系一般廃棄物の処理                             

大津市では、事業系一般廃棄物（生ごみ、木くず、紙くず、繊維くず）の処理方法を大きく３つに分けて、

案内しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排出事業者 

排出事業者 収集運搬業者 

処理施設 

処理施設 

一般廃棄物以外のごみが 

混ざっていないかどうか等を

確認するために透明袋に統一

しています。 

家庭用の指定ごみ袋ではな

く、市販の透明袋を使用して

ください。 

その紙ごみ 

リサイクルできませんか？ 

 

紙ごみは、資源として古紙問屋等に引渡すことで 

リサイクルされ、ごみの減量につながります。 

 

紙ごみのリサイクルについてはＰ１０をご覧ください。 
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大型ごみ 

◇木製のごみ、布製（合成繊維除く）のごみに限ります。 

◇搬入は、１日１回５点まで 

◇総重量８ｔ未満の車両を使用してください。 

 

搬入方法 

１）自己搬入 

 ・搬入前日までに廃棄物減量推進課窓口での手続きが必要です。 

  申出書（印鑑不要）を記入・提出し、受付書を受取ってください。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）大津市一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託 

 ・委託を受けた収集運搬業者は、搬入前日までに廃棄物減量推進課窓口での手続きが 

必要です。申出書（印鑑不要）を記入・提出し、受付書を受取ってください。 

      
収集運搬業者は、どこに頼めばいいの？ 

 

大津市一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧（Ｐ１４）をご覧ください。 

また、最新の情報は大津市ＨＰに掲載しています。 

収集料金や条件は各社異なりますので、事前にご確認の上契約してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市)廃棄物減量推進課 排出事業者 

申
出
書 

① 

② 

③ 

④ 

受
付
書 処理施設 

受
付
書 

搬入前日までに 

収集運搬業者 排出事業者 

申
出
書 ② 

③ 受
付
書 

① 

処理施設 

受
付
書 

市)廃棄物減量推進課 

搬入前日までに 

大津市 一般廃棄物収集運搬業許可業者 検索 

？ 

    

    は、 

市廃棄物減量推進課 

窓口にあります 

申
出
書 
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刈草・剪定枝は、 

実際に刈った人が「排出者」です。 

 

依頼人（刈った土地の所有者または 

管理者等）ではありません。 

刈り草・剪定枝 

◇１日の受け入れ制限あり 

◇総重量８ｔ未満の車両を使用してください。 

◇焼却処理の場合、幹の太さ５ｃｍ未満、 

長さ７０ｃｍ未満にしてください。 

◇搬入１週間前に事前相談（搬入施設、搬入日、搬入量等）が必要です 

※焼却施設へ搬入し、現金払いの場合は、事前相談は不要です。 

 

搬入方法 

１）自己搬入 

 ・搬入１週間前までに事前相談の上、廃棄物減量推進課窓口での手続きが必要です。 

  申出書（印鑑不要）を記入・提出し、受付書を受取ってください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）大津市一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託 

 ・委託を受けた収集運搬業者は、搬入１週間前までに事前相談の上、廃棄物減量推進課窓口 

での手続きが必要です。申出書（印鑑不要）を記入・提出し、受付書を受取ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

搬入１週間前までに相談 

① 
収集運搬業者 

② 

申
出
書 

③ 受
付
書 

市)廃棄物減量推進課 

受
付
書 

④ 
処理施設 

搬入１週間前までに相談 

！ 

    

    は、 

市廃棄物減量推進課 

窓口にあります 

申
出
書 

排出事業者 

市)廃棄物減量推進課 

申
出
書 

受
付
書 

① 

② 

③ 処理施設 

受
付
書 

排出事業者 
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処理手数料と搬入施設                                

 

               １０㎏までごとに１８０円（税別） 

 

 

一般廃棄物搬入施設 ※排出場所によって、搬入施設が違います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
市では、原則として産業廃棄物を受入れませんが、分離分別が困難で市長が一般廃棄物と併せて処理す

ることが必要と認めたものに限り「併せ産業廃棄物」として市の処理施設で受け入れます。 

市処理施設の機能に支障が生じない範囲での受け入れとなるため、事前に市廃棄物減量推進課との協

議が必要です。 

  併せ産業廃棄物 処理手数料  １０㎏までごとに２３０円（税別） 

併せ産業廃棄物 

事業系一般廃棄物 

疏水より北部地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可燃ごみ、大型ごみ、刈草・剪定枝（焼却） 

全地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刈草・剪定枝（堆肥化） 

疏水より南部地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可燃ごみ、大型ごみ、刈草・剪定枝（焼却） 

※祝日を除く 

※祝日を除く 

※祝日を除く 

金曜 
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小さな紙もリサイクルできます 

シュレッダーごみも回収できる場合があります。 

詳しくは、直接お問合せください。 

減量とリサイクルにご協力を                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分別することによって、資源として古紙問屋等に引渡すことができます。 

古紙の引渡し方法については、資源物回収業者へ直接お問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古 紙 

まずは発生抑制 

 

両面コピーや 

２in１印刷の励行 

 

ペーパーレス化の推進 コピー用紙の裏面活用 回覧や掲示板の活用 

分別してリサイクル 

 

ﾋﾞﾆｰﾙの部分は外す 

ごみ箱に捨てる前に 

ｼｭﾚｯﾀﾞｰ 

大津市指定資源物回収業者一覧 

（下記事業者以外にも回収を行う事業者はあります。） 

連番 社名 郵便番号 住所 連絡先

1 有限会社　ブルー資源 520-0242 大津市本堅田三丁目 572-0731

2 黒田紙業　株式会社 520-0103 大津市木の岡町 572-8117

3 村山商店 520-0002 大津市際川四丁目 090-1442-0933

4 金田商事 520-0014 大津市柳川二丁目 527-1055

5 株式会社　北斗グリーン 520-0047 大津市浜大津四丁目 524-0912

6 有限会社　西村商店 520-0052 大津市朝日が丘一丁目 523-2133

7 西山商店 520-0817 大津市昭和町 523-1408

8 有限会社　福山商会 520-0834 大津市御殿浜 537-1734

9 エコ商会 520-0844 大津市国分一丁目 533-6318

10 有限会社　岩本商会 520-2134 大津市瀬田一丁目 080-8313-9892

11 株式会社　木下カンセー 520-2144 大津市大萱一丁目 543-2663

12 大津紙業所 520-2152 大津市月輪一丁目 545-9402

13 株式会社　グリーンコーポレーション 520-2123 大津市瀬田大江町 077-572-6207
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食品廃棄物とは、食品の売れ残りや食べ残し、製造・加工・調理の過程において生じたくずのことをいいます。 

 

                  ・食材、食品の計画的仕入れや調理の推進 

                  ・「消費期限」「賞味期限」の管理の徹底 

                  ・水切りの徹底  等 

 

 

 

 

 

食品リサイクル法とは、廃棄物の発生抑制と再生利用（リサイクル）を促進するための法律です。 

食品リサイクルの方法 

 

 

 

 

 

 

   「食品関連事業者」とは？ 

    ・食品の製造、加工、卸売または小売を行っている事業者 

      （例：食品メーカー、八百屋、百貨店、スーパーなど） 

    ・飲食店業、その他食事の提供を行う事業者 

      （例：食堂、レストラン、ホテル、旅館、結婚式場など） 

 

 

 

 

※食品リサイクル法の詳細や登録再生利用事業者一覧表は、農林水産省ホームページをご覧ください。                            

※受け入れの可否については、直接登録再生利用事業者へお問合せください。 

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品廃棄物 

まずは発生抑制 

 

食品リサイクル法に基づくリサイクル 

 

食品関連事業者 収集運搬業者 登録再生利用事業者 肥料や飼料に 

再生利用事業者へ搬入する場合は、事前に関係機関と協議する必要があります。 

 また、基本的に翌年度（４月１日～）搬入にむけての協議となりますので、食品リサイクルを検討される 

場合は、お早めに大津市廃棄物減量推進課までお問合せください。 
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古紙、くず鉄（古銅等を含む）、あきびん類、古繊維の処理を 

委託する場合、売却する場合の注意点 

 

家庭用の 

・テレビ 

・冷蔵庫、冷凍庫 

・洗濯機、衣類乾燥機 

・エアコン 

 

①購入した家電販売店、または（買い替えする場合）購入する 

家電販売店に依頼 

②排出事業者が自ら指定引取場所へ持込み 

③指定引取場所までの運搬を産業廃棄物処理業者へ依頼 

※すべて、リサイクル料金（②③は郵便局で支払い）が必要です。 

 

・業務用の家電は、リサイクル対象外です。産業廃棄物として処理してください。 

・②以外は、リサイクル料金のほかに収集運搬料金が必要です。 

 

 

一般廃棄物処分業許可を持っている資源化等処理施設への搬入や、堆肥化等の再生利用にご協力ください。 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

     

     

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専ら再生利用の目的となる廃棄物「古紙・くず鉄（古銅等を含む。）・あきびん類・古繊維」（※専ら物）を、専

門業者に再生利用（リサイクル）を委託する場合は、廃棄物の処理委託となり、有価物として売却する場合とは

異なりますのでご注意ください。 

古紙・くず鉄（古銅等を含む。）・あきびん類・古繊維 

ごみ（専ら物） 有価物 

・排出事業者が処理業者へ処理料金を支払う。 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく。 

・廃棄物処理契約を結ぶ。 

・処理業者が排出事業者へ売却代金を支払う。 

 

・売買契約を結ぶ。 

                 

木くず 

大津市外の施設へ搬入する場合は、事前に関係機関と協議する必要があります。 

また、基本的に翌年度（４月１日～）搬入にむけての協議となりますので、大津市外の施設への搬入を検討 

される場合は、お早めに大津市廃棄物減量推進課までお問合せください。 

各リサイクルに関するお問合せ先 

大津市環境部廃棄物減量推進課 

大津市御陵町３番１号（新館３階） 

電話 ０７７－５２８－２８０２ 

！ 

家電リサイクル品 

対 象 処理方法 

詳しくは、一般財団法人家電製品協会 

家電リサイクル券センターＨＰへ 
家電リサイクル券センター 検索 

注意事項 
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事業用大規模建築物の所有者等とは？ 

事業の用に供される部分の延床面積の合計が、 

１棟で１，０００平方メートル以上の建築物の所有者または管理を請け負う者。 

 

(1)対象となる建築物 （事務所、小売店、飲食店、旅館・ホテル、病院 等） 

・毎年 4 月 1 日現在の状況により、判断します。 

・休廃業等により事業の用に供していない（全く使用していない）部分の面積は除きます。 

 ※倉庫や会議室は床面積に含みます。 

・住宅・アパート等の居住用部分の床面積は除きます。 

・事業用と他の用途との共有部分（階段、廊下等）がある場合は、事業用の床面積に算入します。 

・増改築や用途変更を行った場合は、変更後の延床面積（事業の用に供する）をもとに対象事業所であるか

どうかを判断します。 

・専ら産業廃棄物を排出する工場等は除きます。 

 

(2)対象事業所の単位 

事業用大規模建築物は「棟」を単位とします。所有者が同じであっても、棟が異なれば個別に取り扱います。 

ただし、同一敷地内において共通の用途に供せられ、または廃棄物の保管及び処理が一体的に行われる複数

の建築物は、1 棟の対象建築物として取り扱う場合があります。 

 

事業用大規模建築物の所有者等の皆様へ                        

事業用大規模建築物の所有者等の皆様には、大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する条

例、同規則により下記の事項が義務付けられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①廃棄物管理責任者の選任、選任届の提出 

事業用大規模建築物の所有者等は、事業系廃棄物管理責任者を選任します。 

事業系廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する必要な措置を講じるため、所有者等が選任した事業系廃棄物

管理責任者がその業務を行います。 

 

②事業系廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する計画書の提出 

事業用大規模建築物の所有者等は、毎年 6 月末までに、年度ごとの事業系廃棄物の減量、資源化及び適正処理に

関する計画書を提出しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは、市廃棄物減量推進課にお問合せいただくか 

市ホームページをご覧ください。 

大津市 事業用大規模建築物 検索 
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許可番号 許可業者名 事務所所在地 事務所電話 許可番号 許可業者名 事務所所在地 事務所電話

4 有限会社滋賀総業  大津市羽栗一丁目１１－６ 077-546-0800 128 有限会社岩昭商店  大津市西の庄１７－８ 077-523-2970

5 有限会社滋賀グリーン清掃 
大津市あかね町
１３番２１ー４１２号

077-521-0258 134 株式会社大剛 
京都府八幡市上奈良日ノ尾
１番地の７

075-983-8280

6 近畿環境保全株式会社 草津市青地町字六反田１９６番地 077-564-1502 136 有限会社丸西建設  大津市和邇中３２２－３ 077-594-1257

7 三陽建材株式会社 大津市瀬田大江町１３番１５号 077-544-2190 153 株式会社山﨑砂利商店  大津市浜大津四丁目７番６号 077-523-2821

8 有限会社西村商店  大津市朝日が丘一丁目４番２３号 077-523-2133 154
株式会社ウォーター
エージェンシー

大阪府吹田市広芝町１０番２８号
オーク江坂ビル７階

06-6386-9701

10 有限会社岩本商会 大津市瀬田一丁目２番１４号 080-8313-9892 155 株式会社マルヨネ  大津市大石中六丁目２番２０号 077-536-2254

12 株式会社杉本商事  彦根市南川瀬町７２７番地１ 0749-28-9206 156 大環 四方宏  大津市枝三丁目１０番２３号 077-546-6444

13 有限会社金山金属 大津市園山二丁目２０番４３号 077-537-1438 158 株式会社日映志賀  大津市木戸１１７８番地 077-592-1061

14 太陽清掃社 山口勝甲  大津市桜野町二丁目１０番７号 077-525-4338 161 有限会社キョウリード
京都市伏見区横大路千両松町
５５番１

075-623-3888

17 有限会社日鋼  大津市別保一丁目１２番１１号 077-537-5123 162 ヒラカワ 平川 晃 大津市和邇南浜１８２番地４ 077-594-1538

18 有限会社福山商会  大津市御殿浜１７番２０号 077-537-1734 164 有限会社山村組  大津市荒川２４０番地 077-592-0441

19 西山商店 西山康廣 大津市昭和町１３－３３ 077-523-1408 166 株式会社三峰環境サービス  湖南市三雲３６番地２ 0748-72-7758

26 株式会社木下カンセー 
大津市大萱一丁目１７番１４号
松政ビル７階

077-543-2663 170 中壹株式会社 大津市皇子が丘一丁目１９番２４号 077-527-3460

30 びわこ清掃社 崔勝七  大津市際川二丁目８－１４ 077-525-2068 171 有限会社キンキカンセー
大津市大萱一丁目１７番１４号
松政ビル７階

077-543-2663

31 株式会社晴嵐商会  大津市関津四丁目１３番１号 077-546-7020 172 テックス・カンポ株式会社
京都市伏見区羽束師古川町
２４３番地

075-933-1111

34 有限会社伊藤商店  大津市萱野浦２０番１１号 077-543-7172 174 株式会社大輝 大津市真野五丁目１６番１８号 077-574-0835

35 琵研工衛株式会社 大津市石居三丁目３番２０号 077-546-3838 183 有限会社橋本建材 大津市中央三丁目５番１４号 077-524-5276

55 黒田紙業株式会社 大津市木の岡町５２番３１号 077-572-8117 186 株式会社城南開発興業 城陽市寺田丁子口８番地１ 0774-55-3980

62 関西明装株式会社 大津市大物８０４－２７ 06-6190-0100

66 有限会社諸原商店 大津市坂本本町４４７５番地５１ 077-579-1175 ※下記は限定許可の業者になります。

75 安田産業株式会社 京都市伏見区南寝小屋町９１番地 075-604-5353 取扱い品目：実験動物の屍体及び糞・マット

78 有限会社新英巧社  大津市際川二丁目４番２０号 077-525-5523 81 株式会社美濃ラボ 
岐阜県海津市平田町今尾
１１９５番地の１

0584-66-3657

84 株式会社テクノス  草津市馬場町１２００番地３２ 077-565-8393 取扱い品目：木くず、刈草

85 有限会社上田産業 大津市千野一丁目８番１２号 077-578-1625 139 株式会社タケハラ 大津市真野五丁目２番１号 077-572-0667

90 ホームケルン株式会社
宇治市伊勢田町名木
三丁目１番地の５７

0774-44-1400 取扱い場所：名神高速道路及び京滋バイパスの大津区間に限る

104 メイリン大津株式会社 大津市園山一丁目４６番４ 077-534-0383 168
西日本高速道路メンテナンス
関西株式会社

茨木市西駅前町５番１号
京都銀行茨木ビル６階

072-627-8852

106 株式会社新関西テクニカ
宇治市広野町新成田
１００番地の１７７

0774-43-2380

107 株式会社アズマ  大津市伊香立向在地町２４番地 077-598-8025

111 有限会社ブルー資源 大津市本堅田三丁目８番３０号 077-572-0731

112 株式会社カンポ
京都市伏見区羽束師古川町
２３３番地

075-933-6030

116 日本ウエスト株式会社
京都市伏見区横大路千両松町
９番地１

075-604-1655

117 株式会社ナプラス  城陽市久世荒内１６０番地２ 0774-54-1007

118 アプナップ株式会社
京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後
７１番地２

075-612-8896

122 金田商事 金田宏治 大津市柳川二丁目８番２号 077-527-1055

一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧 

令和８年４月１日現在 
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事業系ごみの適正処理・減量チェックシート 

 

 

□ 従業員全員が、産業廃棄物と事業系一般廃棄物の分別を 

理解している。 

□ 産業廃棄物と事業系一般廃棄物を分別する仕組みを 

整えている。 

    例：ごみ箱を分ける。 

□ 産業廃棄物、事業系一般廃棄物の収集運搬の委託は、それぞれ許可を持っている業者と契約している。 

    ※たとえ少量であっても、家庭ごみ集積所に排出することはできません。 

    

 

□ 両面コピーやペーパーレス化を推進する。 

□ 在庫管理を行い、過剰な仕入れを抑制する。 

□ 「消費期限」「賞味期限」の管理を徹底し、廃棄をできるだけ少なくする販売管理を行う。 

□ 生ごみは、十分に水切りを行い、重量を減らす。 

□ ペーパータオル、紙コップ、紙おしぼり、割り箸等の使い捨て用品の使用を控える。 

□ 飲食店等では、メニューや盛り付けの工夫（小盛りメニュー等）により、食べ残しの削減を図る。 

 

 

□ 不要な事務用品等は、他の部署で再利用する。 

    例：社内掲示板等で呼び掛ける。 

（○○いりませんか？ △△を探しています。） 

□ コピー機やプリンターのトナーカートリッジは、メーカー回収等 

詰め替え可能なものを使用する。 

□ 不用な紙、ミスコピーは内部資料やメモ用紙として裏面を再使用する。 

□ 使用済み封筒を活用する。（社内往復文書等） 

□ 廃棄書類を綴じていたファイルは、一緒に廃棄せずに繰り返し使用する。 

□ 流通用梱包材や容器は使い捨てではなく、通い箱を使用する。 

 

 

□ 再生可能な紙類（ＯＡ用紙、新聞、ダンボール等）は 

資源化する。 

    ※捨てるときに分別できるような仕組みを整える。 

□ 食品関連事業者は、食品リサイクル法に基づき、再生利用 

事業者へ搬入できるよう手続きを行う。 

    ※詳しくはＰ1１をご覧ください。 

□ コピー用紙、トイレットペーパー、事務用品等は、環境に 

配慮した再生品を購入する。 

 

適正処理 

 

リデュース（発生抑制） 

 

リユース（再使用） 

 

リサイクル（再生利用） 

 

 掲示板 

ロッカーいりませんか？ 

総務より 

使いたい！ 



 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

お問合せ先 
 

●産業廃棄物に関すること 

 一般社団法人 滋賀県産業資源循環協会 

 〒５２０－００５１ 

大津市梅林町一丁目３番３０号（こうぜんビル２階） 

電話 ０７７－５２１－２５５０ 

 

 

 

●事業系一般廃棄物、その他分別等に関すること 

 大津市環境部廃棄物減量推進課 

 〒５２０－８５７５ 

 大津市御陵町３番１号（新館３階） 

 電話 ０７７－５２８－２８０２ 

 ※平日 ９時～１７時 （土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     令和８年４月 

 


